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「健康企業宣言（健康優良企業認定制度）」への参加のご案内 

 

時下、ますますご健勝のこととお慶び申しあげます。 

平素は、当組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげ

ます。 

 さて、当組合では事業所（事業主）のみなさまと協力して加入者の健康づくり

を行う「コラボヘルス（協働）」を積極的に推進しているところです。 

また、国や自治体等においても、健康経営※への取組が推進され、その取組を

顕彰する制度があります。 

 当組合においても、健康経営に取り組む事業所のサポートを行っております。

貴事業所におかれましても、是非、この機会に、「健康企業宣言（健康優良企業

認定制度）」への参加をご検討いただきますようお願い申しあげます。 

 

※「健康経営」とは 

従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法で

す。従業員等の健康増進や労働衛生等への取組にかかる支出をコストではな

く、経営的な投資として前向きにとらえることです。 

企業が経営理念に基づき、従業員等の健康増進に取り組むことは、従業員の

活力向上、生産性の向上をもたらし、業績の向上、企業イメージの向上につな

がるといわれています。 
 

「健康企業宣言（健康優良企業認定制度）」 

健康企業宣言とは、健康優良企業を目指して、企業全体で健康づくりに取り

組むことを宣言し、取り組んだ結果、一定の成果を上げた場合に健康優良企業

として認定される制度です。 

 


